
【令和３年第１回定例会 文教委員会委員長報告資料】  
令和３年３月１９日 文教委員長 木庭 理香子 

 

○「議案第４号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について」  
≪主な質疑・答弁等≫ 

＊公会計化を先行した政令指定都市における学校給食費に係る基金の設置状況につ

いて 

仙台市、千葉市、横浜市、大阪市、福岡市及び熊本市において学校給食費の公

会計化が実施されており、そのうち、横浜市においてのみ、基金が設置されてい

る。 

＊基金の設置を行う理由について 

学校給食費は食材料費として保護者から徴収しており、過年度の学校給食費を

年度間で調整し、食材料費に充てることを可能とするため、基金を設置して積立

てを行うものである。 

＊納付勧奨の流れについて 

督促及び催告を適切な時期に行うことを予定しているが、それに対応していた

だけない場合は、教育委員会事務局において、電話や家庭訪問等を通じて納付勧

奨を行うことを予定している。 

＊法的措置に至るまでの対応について 

家庭訪問等を通じて家庭の収支状況の把握を行い、未納の理由に応じて適切な

支援につなげていくことを考えているが、電話や家庭訪問等による納付勧奨に応

じていただけない場合等、納付の意思が見られない場合については、法的措置を

検討していかなければならないと考えている。 

＊法的措置の目安を「未納から１年以上が経過」とした理由について 

個別の状況によるものの、未納から１年が経過する間には、督促、催告等の納

付に向けた対応を複数回行っていることが想定されるため、１年を一つの判断基

準としている。 

＊未納対応の民間委託について 

公会計化の初年度である令和３年度については、教育委員会事務局で未納者へ

の対応を行う予定である。令和４年度以降は、令和３年度の未納状況、他の債権

における取組、他都市の事例等を踏まえ、民間委託についても検討していくこと

を考えている。 

＊公会計化に伴う令和３年度の職員体制について 

現在は職員４名の体制であるが、令和３年度は正規職員及び会計年度任用職員

の増員を行う予定である。 

＊公会計化により学校から教育委員会事務局に移行する徴収業務に要する時間数に

ついて 

平成３０年度に行った業務量調査の結果を踏まえると、教育委員会事務局にお

ける学校給食費の徴収業務として、新たに年間２万１，０００時間程度が発生す

ると見込んでいる。 
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＊保護者の状況に応じた未納対応の考え方について 

公平性の観点から、未納の保護者については納付に向けた対応を適切に行って

いくが、保護者の資力の状況等に応じて必要な支援につなぐなど、個別の状況を

踏まえた対応を行うことを予定している。 

＊債権の時効に関する考え方について 

債権管理条例では、時効が成立した場合は債権を放棄する規定となっているた

め、時効とならないよう、納付に向けて適切に対応していく。 

≪意見≫ 

＊学校現場では、コロナ禍による消毒作業、ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴを

活用した授業の実施等の例年にない業務が行われる中で、公会計化により教職員

の負担が減ることは、児童生徒と向き合う時間が確保されるなど、教職員と児童

生徒の双方にとってメリットがあるものと考えている。今後は直接的に保護者と

関わることが少ない教育委員会事務局が徴収業務を担うこととなるが、各家庭の

状況に応じて、支援を含めた対応を適切に行ってほしい。 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第６号 川崎市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定

について」  
○「議案第７号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利

活動法人の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」  
≪一括審査の理由≫ 

いずれも特定非営利活動促進法の一部改正に関する内容であるため、２件を一括

して審査 

≪議案第６号の審査結果≫ 

全会一致原案可決 

≪議案第７号の審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第２１号 麻生区における町区域の設定について」  
○「議案第２２号 麻生区における住居表示の実施区域及び方法について」  

≪一括審査の理由≫ 

いずれも麻生区岡上地区において住居表示を実施するための所要の手続を定める

内容であるため、２件を一括して審査 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊地名の変更に対する地域住民の意向等の把握について 

町内会の方が参加する住居表示検討委員会での検討に加え、住居表示懇談会に

おいて、地名の歴史等について識者の見解を伺った上で取組を進めている。今後

も引き続き、地域住民の意向を踏まえながら取組を進めていく。 
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＊街区表示板の設置等に要する費用について 

表示板には、電柱等に貼られている街区表示板及び住居等に貼られている住居

番号表示板がある。街区表示板の設置は全て行政で行っており、現地調査費用等

も含め、委託として総額約２，６００万円の費用を要する。 

＊旧番地から新町名への自動変換フォームの作成を含めた住居表示実施後の円滑な

運用に向けた取組について 

住居表示の実施に当たっては、郵便局、宅配事業者等の関係事業者と調整を行

い、円滑な運用に向けた取組を進めている。旧番地を入力することにより、新町

名へ自動変換されるフォームの作成は技術的に可能であるものの、同フォームは

動的コンテンツに当たるため、本市ホームページへの掲載に当たっては、ウェブ

アクセシビリティの観点から困難であると思われる。 

≪意見≫ 

＊地名は土地の歴史等を表すものであり、かつ、長年にわたって地域に根付き、愛

着が持たれていることから、今後も引き続き、丁寧に地域住民の意向等を踏まえ

て取組を進めてほしい。 

＊住居表示の実施に当たっては、郵便物の不達等の弊害が生じることがないよう、

取組を進めてほしい。また、市ホームぺージに住居表示の新旧対照表は掲載され

ているものの、該当番地を自ら探さなければならない新旧対照表のみでは利便性

に欠けるため、自動変換フォームを作成し、市ホームページに掲載してほしい。 

≪議案第２１号の審査結果≫ 

全会一致原案可決 

≪議案第２２号の審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第２３号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について」  
≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第２４号 川崎市アートセンターの指定管理者の指定について」  
≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第２８号 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業の契約の変更について」  
≪主な質疑・答弁等≫ 

＊高津小学校の増築棟への空調設備及び昇降機の設置について 

増築棟の第２音楽室、第２理科室及び普通教室には空調設備を設置する予定で

ある。多目的スペースには空調設備を設置しないが、将来、設置が可能となるよ

う、配管スリーブの敷設を予定している。また、増築棟には昇降機の設置を行う。 

＊高津小学校の既存校舎で空調設備改修工事を行う理由について 

校舎の増築により、延べ面積が８，０００平方メートル以上となり、「建築物
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における衛生的環境の確保に関する法律」が適用されるため、同法が求める設備

性能を充足させる必要があることから、既存校舎の普通教室、職員室等において

も、空調設備の改修を行うものである。 

＊空調設備等の配置状況に関する学校との情報共有に向けた仕組みの構築について 

学校における各設備の配置状況の管理については、現在、課題があるものと認

識している。今後は、各設備の清掃及び保守の機会を捉え、教育委員会事務局で

一元管理を行い、学校と情報共有を行うことを考えている。 

＊空調設備の使用基準について 

ＰＦＩ事業手法を用いて市立小学校及び聾学校に一斉に空調設備を導入した

際に、暖房は１８度、冷房は２８度を目安として、各学校に通知を行った。実際

の運用に当たっては、主に担任の教員が児童生徒の健康状況等に合わせて柔軟に

対応している。 

≪意見≫ 

＊空調設備等の適切な維持管理を行うため、各学校の空調設備等の配置状況の把握

が適切になされるよう、簡便な方法も含め、学校及び教育委員会事務局にとって

過度の負担にならないよう工夫の上、適切に引継ぎ及び情報共有の取組を進めて

ほしい。 

＊学校における空調設備の使用に当たっては、通知に記載の温度設定に捕らわれす

ぎることがないよう、児童生徒の健康・安全を第一に考え、柔軟に運用を行って

ほしい。 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第５１号 令和２年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予

算」  
≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「請願第２０号 子どもたちが安心して学べる少人数学級を求める請願」 

≪請願の要旨≫ 

 少人数学級を進めるよう、国に対して意見書を提出すること及び、本市で一刻も

早く、小学校３年生から中学校３年生まで３５人以下学級にすることを求めるもの。 

≪理事者の説明要旨≫ 

 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」は、略し

て「義務標準法」と呼ばれ、公立義務教育諸学校の学級編制の標準等が定められて

おり、平成２３年４月２２日に公布された義務標準法の一部改正法において、小学

校１年生については、１学級当たりの上限となる人数が４０人から３５人に引き下

げられた。 

現行の４０人学級は昭和５５年度に始まる第５次定数改善計画で導入が図られ、

義務標準法を改正する法律の附則には、「政府は、学級編制の標準を順次改定する
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こと等について検討を行い、その結果に基づき、法制上その他の必要な措置を講ず

ることとし、当該措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に 

努める。」とする規定が盛り込まれている。  

少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備に関する国の動向として、令和

２年７月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」において、学校の臨

時休業等の緊急時においても、全ての子どもたちの学びを保障するため、少人数に

よるきめ細かな指導体制の計画的な整備など、新しい時代の学びの環境の整備につ

いて関係者間で丁寧に検討することが示され、同年９月には、「教育再生実行会議

初等中等教育ワーキング・グループ」において、少人数によるきめ細かな指導体制

の計画的な整備を進める方向で、今後の予算編成の過程において、関係者間で丁寧

に検討することを期待するとの文書を成果としてまとめた。これらを受け、文部科

学省の令和３年度予算の概算要求では、「学級編制の標準の引下げを含め、少人数

によるきめ細かな指導体制の計画的な整備について、予算編成過程において検討す

る」とされ、その後、１２月に公表された令和３年度予算案では、「少人数による

きめ細かな指導体制を構築するため、義務標準法を改正し、小学校について学級編

制の標準を５年かけて、学年進行で３５人に計画的に引き下げる」ことが示され、

現行の４０人である小学校の学級編制の標準を、令和３年度の小学校２年生を始め

として、令和７年度までに小学校６年生までを３５人に計画的に引き下げる義務標

準法改正案が令和３年２月に閣議決定され、議案として国会に提出されている。  

本市の令和３年４月５日の児童生徒の見込み数を基に、来年度、全ての学年で３

５人編制とした場合、標準学級数と比較すると、小学校で１５７学級、中学校で１

１０学級増加することとなる。また、学級数の増加に伴い必要となる教職員数につ

いては、義務標準法により算出される教職員数等の標準に基づき試算すると、小学

校で１９４人、中学校で１７６人となり、令和３年度一般会計当初予算案における

教職員を含む一人当たりの人件費８４７万５，０００円に、学級増により必要とな

る教職員数を乗じて試算すると、令和３年度に全学年で実施した場合、合計で３１

億３，５７５万円の人件費が新たに必要になる。義務標準法が改正された場合には、

令和４年度は小学校３年生、５年度は４年生、６年度は５年生、７年度は６年生ま

での学級編制の標準が３５人となり、年度ごとに、必要な教職員定数の改善や財源

措置が講じられるものとなる。  

学級増に伴い不足が見込まれる教室数については、学校ごとに転用可能な教室や

その他のスペースの有無等、様々な実情があることから、現在、一概に示すことは

困難であるが、小学校については、国の令和３年度予算案において、学級編制の標

準を５年掛けて３５人に計画的に引き下げることが示されるとともに、義務標準法

の改正案が閣議決定され、議案として国会に提出されたことから、必要な教室数の

確保に向け、今後、詳細な現況調査を実施していく。  

少人数学級等に関する国への要望については、本年１１月に指定都市市長会とし

て「新しい時代の学びの環境整備に向けた少人数学級等を実現するための指定都市

市長会緊急要望」を行い、「義務教育課程における普通学級での少人数学級の実現

に向け、学級編制の標準を改正し、基礎定数の改善を図ること。」等を文部科学省
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に要望し、同じく１１月に、指定都市教育委員会協議会として「「令和の日本型学

校教育」の実現に向けた緊急要望」を行い、「少人数学級等の実現に向けた支援の

拡充」として、「義務教育課程における普通学級での少人数学級の実現に向け、学

級編制の標準を改正し、基礎定数の改善を図ること。」等を文部科学省に要望した。 

請願事項に対する本市の考え方については、少人数によるきめ細かな指導体制を

構築することで、子ども一人ひとりに目が行き届きやすくなるなど一定の効果はあ

るものと考えているが、教職員定数の改善を図るためには、国による財源措置と、

義務標準法の改正を含む定数改善計画の策定・実施が必要であると考えている。こ

の度、国において、小学校の学級編制の標準を学年進行により段階的に３５人に引

き下げる義務標準法の改正案が閣議決定され、既に議案として国会に提出されたた

め、まずは、小学校における必要な教員及び教室の確保に向けて取組を進め、計画

的な３５人以下学級を推進するとともに、中学校については、引き続き、今後の国

の動向等を注視していく。 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊義務標準法改正案の適用時期について 

   改正案が成立した際は、令和３年４月１日から小学校２年生が３５人以下の

学級編制となる。その後、毎年度、学年進行で３５人以下の学級編制が進み、

令和７年度に小学校６年生まで３５人以下学級となる見込みである。 

＊過去の学級編制標準の見直しへの対応について 

   過去の学級編制標準の見直しの際も、義務標準法の中で段階的に学年ごとに

見直しを実施してきており、それに応じて本市も適切に対応してきたものと考

えている。 

＊本市における小学校の児童数の推移について 

   市内小学校１１４校において、令和元年５月１日現在では７万４，３６６人、

令和２年５月１日現在では７万４，１４８人が在籍しており、ほぼ横ばいに近

い児童数で推移している。なお、幸区及び中原区の一部においては、児童数の

増加が続いている。 

＊３５人を超える学級の割合について 

   令和２年５月１日現在の児童数のうち、小学校３年生から６年生において３

５人を超える学級で学んでいる児童生徒の割合は、２９．３％である。 

＊現時点での小学校２年生における３５人以下学級の実施状況等について 

   小学校２年生においては、本市と同様に他政令市でも、既に加配定数を活用

して３５人以下学級を実施している。小学校３年生以上の状況は都市によって

様々であるが、首都圏等の人口が多い地域において、３５人を超える学級が集

中している。 

＊現状の加配定数の小学校３年生への活用について 

   義務標準法改正案が成立した際は、来年度、小学校２年生において基礎定数

が増えることが見込まれるため、現在、同学年で活用している加配定数の配当

が無くなるということを聞いている。そのため、小学校２年生で活用している

加配定数を、来年度に小学校３年生で活用できるものではない。 
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＊国における定数措置の確定時期について 

   例年であれば、２月の中旬頃に内示として国から示される。最終的に定数が 

確定するのは、年度が明けた５月１日時点の児童生徒数に基づくものであるた

め、現在、その時期を見据え、様々に調整を図っているところである。 

＊３５人以下学級に要する人件費における市単独負担分について 

   共済費等は除かれるが、人件費の３分の１程度が国庫負担金により措置され

るため、市単独負担分は３分の２程度となる。 

＊国庫負担金の対象となる教員について 

   正規又は欠員対応としての臨時的任用の教員が対象であり、非常勤の教員は

対象外となる。 

＊学級増に伴い必要となる人件費の試算方法について 

   従来は、市単独で３５人以下学級を実施した場合を前提として資料作成して

おり、増加する学級数に応じて必要となる学級担任数を基に、簡易的に試算し

ていた。今般、義務標準法改正案が提出されたため、改正案に基づき、新たに

必要となる教職員数を再度試算し、かつ、実態に即して事業主負担分の共済費

等を加えるため、令和３年度予算案における教職員を含めた１人当たりの人件

費を基に算出を行った。 

＊教員の採用状況について 

   今年度の教員採用候補者選考試験における倍率は４．２倍である。今後の採

用計画は、今般の学級編制標準の見直しによる変動要素を踏まえて適切に行い、

人材確保に努めていく。 

＊３５人以下学級に要する教室整備等における国の予算措置について 

   これまでの例ではリースは対象外であり、市が直工で学校の増築を行う場合

においては、補助対象経費の２分の１を国が補助するものとなっていたが、今

般の３５人以下学級の実施に当たっては、現時点において、国から詳細な内訳

は示されていない。 

＊不足する教室への対応について 

   学校運営上のきめ細やかな指導に配慮しながら、学校と丁寧にヒアリングを

行い、転用又は増築など、不足する教室への対応に関して、各校に詳細調査を

実施する予定である。 

＊学級増に伴い必要となる教室数の算出について 

  今般、義務標準法の改正案が示され、今後、必要となる教室数の把握を正確

に行う必要があるため、見込みにより算出した数値については、今回の審査に

当たり記載していない。今後、自然増による学級増や、中長期的な児童生徒の

減少なども見据えながら、教室の転用又は増築、空調設備の整備等、学校ごと

の実情に応じた、より詳細な調査を行う予定である。 

＊リース方式による教室整備の費用について 

   直近の東小倉小学校のリース契約は、賃貸借期間は５年間、総額約７億７，

０００万円で、普通教室８教室に加え、特別教室や多目的教室などの４教室を

整備する計画としている。 
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＊コロナ禍における学校での感染症対策について 

   定期的な換気、グループ学習等での向き合っての議論の回避、発声が必要な 

音楽の授業等における多目的教室等の開放的なスペースの活用など、学校ごと

に工夫して感染防止対策に取り組んでいる。その結果、学校においてクラスタ

ーは生じていない。 

＊文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュ

アル」と本市の感染症対策との整合性について 

   本マニュアルには、できる限り２メートルの身体的な距離の確保が重要であ

ることなどが記載されているが、これは目安であり、頻繁な換気と組み合わせ

るなど、それぞれの施設に応じた柔軟な対応も可能とされており、本市におい

てもできる限り可能な感染症対策を実施している。 

＊感染症対策の観点を含む少人数学級の効果に関する見解について 

    少人数学級にすることで、当然、１教室当たりの人数が少なくなるため、感

染リスク防止に効果があるものと認識しているが、将来にわたって学校運営を

安定的に継続していく観点を踏まえると、国の財源措置に基づいた義務標準法

の改正を含む定数改善計画の策定及び実施が必要となるものと考えている。 

＊コロナ禍における少人数学級に関する児童生徒及び教員からの意見の把握につい

て 

   これまでも、少人数学級に係る研究指定校でのメリット、デメリットは聞い

ているが、令和２年度における、このコロナ禍と少人数学級の関係についての

調査等はしていない。職員団体等から、少人数学級を求める要望は受けている。 

＊国立成育医療研究センターの「コロナ×こどもアンケ―ト調査報告書」の内容の

把握について 

   教育委員会事務局内の打合せの中で話題に上がったことはある。 

＊中学校における少人数学級に関する国の見解について 

文部科学省は、小学校に限らず、中学校においても３５人以下学級を推進す

る意向であったが、財務省との折衝の中で、まずは小学校において３５人以下

学級の実現を目指す方向となったものと聞いている。なお、日本教育新聞では、

中学校においても３５人以下学級を実施する旨の文部科学大臣の記事が確認で

きる。 

＊中学校における少人数学級に関する本市の見解について 

   小学校における３５人以下学級の実施により、教室数だけでも１５７教室の

不足が見込まれ、かつ、地域によっては今後、児童の数がより増える傾向にも

あることから、まずは小学校における必要な学級増に的確に対応するため、法

改正に合わせて適切に取り組んでいく。 

＊研究指定を通じて得られた中学校における少人数学級の効果等について 

   「生徒一人ひとりに関われる時間が確保できるため、細かな指導ができた」、

「生徒一人ひとりに向き合う時間が確保できるため、良好な人間関係づくりが

できた」などのメリットが挙げられる。一方で、中学校は教科担任制であるこ 

とから、少人数学級により学級が増加した場合、授業時数の増加に必要な教科 
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担任の確保等が困難になるデメリットが挙げられる。 

＊中学校への少人数学級の導入に関する取組について 

本市としても、以前から指定都市市長会や指定都市教育委員会協議会等にお

いて、小学校に限らず、中学校においても学級編制の標準の改正についての要

望を重ねてきた。今般の義務標準法改正案においては、令和７年度までに小学

校６年生までを３５人以下学級とすることが示されたものであるが、引き続き、

国の動きを見据えながら対応していく。 

＊不登校の児童生徒への対応の観点を踏まえた少人数学級の推進について 

   少人数学級には、児童生徒一人ひとりに目が行き届きやすくなるなど一定の

効果があるが、不登校には様々な要因があり、一概に少人数学級だけで解決で

きるものではない。不登校への対応については、児童生徒一人ひとりが抱えて

いる悩み、不安、家庭の環境等について、学校内でも様々に情報共有を行い、

学校が組織的に対応していくことが必要であると考えている。 

＊小学校６年生と中学校１年生における不登校の児童生徒数の推移について 

   平成３０年度においては、小学校６年生では１７１人、翌年度の中学校１年

生では３６４人、平成２５年度においては、小学校６年生では６８人、翌年度

の中学校１年生では２７１人である。 

＊中学校において不登校が増加する要因について 

   中学校においては、複数の小学校から生徒が通うことによる人間関係の変化、

学級担任制から教科担任制への変化、学業自体の難易度の上昇などの様々な問

題が複合していることから、不登校の生徒数が増加しているものと捉えている。

なお、この傾向は、本市のみならず、県や国においても同様である。 

＊他都市における中学校１年生への少人数学級の導入目的について 

中学校１年生における少人数学級の導入目的に特化して確認したことはない 

   が、いわゆる中１ギャップの解消を目的として導入している側面もあるのでは 

  ないかと考えている。 

＊小学校１、２年生及び中学校１年生の１学級当たりの平均人数について 

   令和２年５月１日現在において、小学校１年生が３０．０人、小学校２年生

が２９．９人、中学校１年生は３６．３人である。 

＊中学校における少人数学級の調査・研究の実施に対する見解について 

   現在も分析を行っているが、今後も引き続き、少人数学級の研究指定を実施

している学校の報告書等により、様々に分析を行っていく。 

＊少人数指導及びティームティーチングの実施状況について 

   学校により取組が異なる部分はあるが、習熟度別として、数学や英語など、

積上げが必要な教科において、個別に生徒の状況に応じて実施している。 

≪意見≫ 

＊国の加配定数の活用等により、小学校２年生においては、既に３５人以下学級を

実施してきた。教員が多く配置されることが望ましいため、国の動向等の情報を

積極的に取ってほしい。また、加配定数や研究指定校制度を積極的に活用して、 

 来年度において小学校３年生でも３５人以下学級が実現できるよう、取組を進め 
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てほしい。 

＊福岡市のように、政令市においても独自で財源を増やし、教室の環境整備を行い、

少人数学級を推進している都市もある。本市においても、他都市に遅れを取るこ

とがないよう、市独自でも少人数学級を進めてほしい。 

＊児童生徒一人ひとりの能力に応じた教育を提供することを目標の１つとするＧＩ

ＧＡスクール構想を含め、少人数学級等、教育環境の整備はしっかりと前進して

きていると考えるため、文部科学省の方針に沿って、適切に取り組んでほしい。 

＊３５人以下学級の実施に当たっての教室の確保については、空調の問題など様々

な課題が生じることが想定される。今後の児童生徒数の推計に留意し、適切に対

応してほしい。また、児童生徒の自立に向けては様々な教育課題があるため、３

５人以下学級の実施に合わせて、適切に将来設計を組んでほしい。 

＊他都市では、中１ギャップの解消等を目的に、独自で中学校における少人数学級

に取り組んいる自治体もあるため、本市としても、先行している取組の調査・研

究を進めてほしい。 

＊３５人編制に必要となる人件費については、学級増に伴い新たに必要となる教職

員だけでなく、本市全職員の平均を基に算出しているが、より実態に即した算出

方法について検討してほしい。 

＊友人関係が広まる小・中学校期において、少人数学級のように少ない人数で学級

が固定されるより、少人数指導やティームティーチングなど、教員が複数の目で

児童生徒に関わることのほうが望ましいものと考える。教員にとっても、色々な

指導方法を学ぶ機会になると思われるため、少人数指導の取組を進めてほしい。 

＊少人数学級に関する委員会審査等においては、児童生徒への学習面、生活面にお

ける影響に対する議論が必要となるため、今後は、指導課の職員の出席について

対応してほしい。 

≪取り扱い≫ 

・現在のコロナ禍における感染防止の観点や中１ギャップの解消を始め、児童生徒

の人間関係や学びの環境整備のためには少人数学級が有効であることから、国に

おける対応を求めるとともに、本市でも早急に取り組むべき必要があると考える

ため、意見書を提出の上、本請願は採択すべきである。 

・国においても、以前から少人数学級の必要性を認識しており、今般、学級編制を

３５人以下に段階的に引き下げる義務標準法が閣議決定されたところである。そ

の実施に当たっては、教員及び教室の確保などの現実的な問題があり、改正案と

同様に段階的に取組を進めていく必要があると考えるため、意見書の提出は行う

べきでなく、本請願は不採択とすべきである。 

・少人数学級による学びの重要性と、国による財政措置は両輪の間係であると捉え 

 ているが、本請願は、市において早急に３５人以下学級を求める要旨であるため、 

意見書の提出は行うべきでなく、本請願は不採択とすべきである。 

・少人数学級を進めていくという意味合いについては関心を持っているが、今後の 

 一般質問での制約等を踏まえると、継続審査ではなく結論を出す必要があると考 

 える。今後も更に議論を深めていくという意味合いも含め、意見書の提出は行う 
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べきでなく、本請願は不採択とすべきである。 

・３５人以下学級の取組の方向性には賛同するが、一方で、実現に当たっての現実

的な時間軸の課題が存在する。そのため、本市において早急に３５人以下学級を

求める本請願については、意見書の提出を行うべきでなく、不採択とすべきであ

る。 

・少人数学級ではなく、少人数指導に重点が置かれるべきであると考えるため、意

見書の提出は行うべきでなく、本請願は不採択とすべきである。 

≪審査結果≫ 

賛成少数不採択 
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